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【手続補正書】
【提出日】平成23年9月5日(2011.9.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それを必要とする対象において創傷の治療、血管新生、または内皮細胞増殖および／ま
たは遊走の促進に使用するβＢ２クリスタリンタンパク質またはβＢ２クリスタリンタン
パク質の血管新生断片。
【請求項２】
　前記タンパク質は、βＢ２クリスタリンまたはβＢ２クリスタリンの血管新生断片の修
飾形態である、請求項１に記載のタンパク質。
【請求項３】
　前記タンパク質は、βＢ２クリスタリンの血管新生断片である、請求項１または２のタ
ンパク質。
【請求項４】
　前記血管新生断片は、βＢ２クリスタリンのエラスターゼ切断産物である、請求項３の
タンパク質。
【請求項５】
　前記タンパク質は、ウシもしくはヒツジクリスタリンタンパク質またはウシもしくはヒ
ツジクリスタリンタンパク質の血管新生断片である、請求項１から４のいずれか１項に記
載のタンパク質。
【請求項６】
　創傷の治療に使用する請求項１から５のいずれか１項に記載のタンパク質またはタンパ
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ク質の断片。
【請求項７】
　前記クリスタリンタンパク質は、眼水晶体βＢ２クリスタリンタンパク質または眼水晶
体βＢ２クリスタリンタンパク質の血管新生断片である、請求項１から６のいずれか１項
に記載のタンパク質。
【請求項８】
　前記タンパク質またはタンパク質の断片は、前記対象に局所投与するために局所的に受
け入れられる組成物として提供される、請求項１から７のいずれか１項に記載のタンパク
質。
【請求項９】
　薬学的に許容できるキャリアと共に、少なくとも１つのβＢ２クリスタリンタンパク質
または前記クリスタリンタンパク質の血管新生断片を含む、対象において創傷を治療し、
または血管新生、内皮細胞増殖および／または遊走を促進する医薬組成物。
【請求項１０】
　前記タンパク質は、βＢ２クリスタリンまたはβＢ２クリスタリンの血管新生断片の修
飾形態である、請求項９に記載の組成物。
【請求項１１】
　前記タンパク質は、βＢ２クリスタリンの血管新生断片である、請求項９の組成物。
【請求項１２】
　前記血管新生断片は、βＢ２クリスタリンのエラスターゼ切断産物である、請求項１１
の組成物。
【請求項１３】
　前記タンパク質は、ウシもしくはヒツジクリスタリンタンパク質またはウシもしくはヒ
ツジクリスタリンタンパク質の血管新生断片である、請求項９から１２のいずれか１項に
記載の組成物。
【請求項１４】
　前記対象に局所投与するために局所的に受け入れられる組成である、請求項９から１３
のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１５】
　前記βＢ２クリスタリンは、眼水晶体クリスタリンタンパク質または眼水晶体クリスタ
リンタンパク質の血管新生断片である、請求項９から１４のいずれか１項に記載の組成物
。
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